
第1図　オーストラリアの年間平均降水量 

第1表　河川の年間流量の最大と最小の比率 

第2表　オーストラリアにおける主要な干ばつ 

 スイス ライン 1.9 

 中国 揚子江 2.0 

 スーダン 白ナイル 2.4 

 米国 ポトマック 3.9 

 南アフリカ オレンジ 16.9 

 オーストラリア マレー 15.5 

 オーストラリア ハンター 54.3 

 オーストラリア ダーリング 4,705.2

期　間               　　　特に被害が大きかった地域等 

1864-66年 

1880-86年 
 
 

1888年 
 

1895-1903年 
「連邦干ばつ」 
 
 

1911-16年 
 
 

1918-20年 
 

1939-45年 
「第2次大戦干ばつ」 
 

1958-68年 
 

1982-83年 

1991-95年 

VIC、SA、NSW、QLD、WA 

VIC（北部及びGippsland）、NSW（北部小麦ベルト
地帯、北部台地、南部海岸）、QLD（南東部、海岸部、
中央高地）、SA（農業地域） 

VIC（北部及びGippsland〈東部〉）、TAS（南部）、NSW、
QLD、SA、WA（中央農業地域） 

全国的に甚大な被害をもたらした史上最大の干
ばつ。最も被害が甚大だったのは、QLD海岸部、
NSW内陸部、SA、オーストラリア中央部。1億
頭以上いた羊が半減し、牛も4割以上減少。 

VIC（北部、西部）、TAS、NSW（内陸部）、QLD、
NT（Tennant Creek-Alexandria Downs地域）、SA、
WA 

QLD、NSW、SA、 NT（Darwin-Daly Waters、中
央）、WA（Fortescue地域）、VIC、TAS 

NSW（海岸部）、SA（牧畜地域）、QLD、TAS、WA、
VIC、NT（Tennant Creek-Alexandria Downs地域、
中央） 

連邦干ばつに次ぐ規模とされる。QLD、SA、WA、
NSW、NT（中央） 

VIC、NSW、QLD 

QLD（中部、南部）、NSW（北部） 

出典：ABS（豪州統計局）（1988）を中心に，豪州気象庁資料から補足してとりまと
め． 

注．VIC：ヴィクトリア州，SA：南オーストラリア州，NSW：ニューサウスウ
ェールズ州，QLD：クイーンズランド州，WA：西オーストラリア州，TAS：
タスマニア州，NT：北部準州． 

出典：NWC（2006）． 

国　　名 年間流量の最大と 
最小の比率 

河　川　名 年間流量の 
最大と最少の比率 

出典：豪州気象庁資料 
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は
じ
め
に

―
 

　
　
少
な
く
不
安
定
な
降
水
量
 

 　
日
本
の
約
20
倍
と
い
う
広
大
な
国
土
を
持

つ
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
、
世
界
で
最
も
乾
い

た
大
陸
と
言
わ
れ
て
い
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
の
年
平
均
降
水
量
は
4
7
2
㎜
に
す
ぎ
ず
、

し
か
も
偏
在
し
て
い
て
最
北
部
、
南
西
端
、

東
部
沿
岸
地
域
で
は
適
度
な
降
雨
が
あ
る
も

の
の
、
他
の
ほ
と
ん
ど
の
地
域
で
は
降
水
が

少
な
い
（
第
1
図
）
。
更
に
、
主
要
河
川
の

年
間
流
量
の
変
化
（
第
1
表
）
か
ら
も
伺
え

る
よ
う
に
、
そ
の
降
り
方
が
一
定
で
は
な
く

年
ご
と
の
変
化
が
大
き
い
こ
と
か
ら
し
ば
し

ば
干
ば
つ
に
見
舞
わ
れ
る
。
乾
燥
大
陸
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
の
農
業
に
と
っ
て
は
、
水
の
問

題
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
 

 

2
　
干
ば
つ
に
 

　
　
さ
ら
さ
れ
る
農
業
 

 　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
国
土
面
積
の
約
6

割
、
4
億
4，
　

5
1
0
万
㌶
が
農
用
地
で
あ

る
が
、
灌
漑
が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
約

2
4
0
万
㌶
に
す
ぎ
ず
農
用
地
全
体
の
約
0
・

5
％
に
と
ど
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
の
農
用
地
の
ほ
と
ん
ど
で
は
灌
漑
は

行
わ
れ
ず
、
主
要
穀
物
で
あ
る
小
麦
、
大
麦

は
天
水
に
頼
っ
て
生
産
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
前
述
の
よ
う
に
降
水
量
が
も
と

も
と
少
な
い
う
え
、
非
常
に
不
安
定
で
、
月

単
位
、
年
単
位
で
も
大
き
く
変
動
す
る
。
特
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出典：ABARE（豪州農業資源経済局）Australian Commodity Statistics, Crop Reportからとりまとめ． 
注　平均生産量に対して、例年どの程度の振幅があるかを示す． 

第2図　主要国における小麦の生産変動の比較 第3図　豪州の小麦生産量の推移 

　 用　途　　　1996-97年度　2000-01年度　2004-05年度 

農　　　業 15,503 14,989 12,191 

林 水 産 業 19 44 51 

鉱　　　業 570 321 413 

製　造　業 727 549 589 

電気・ガス 1,308 255 271 

下 排 水 等 1,707 2,165 2,083 

その他産業 523 1,102 1,059 

生 活 用 水 1,829 2,278 2,108 

総 消 費 量 22,186 21,703 18,767

第3表　用途別水使用量（ＧＬ） 

出典：農用地面積，灌漑面積，灌漑水量，ha当たり水量は，ABS(2006d)．総生産額は，ABS(2006b)．灌漑生産額は，
ABS(2006c)（ABS(2006c)に該当数値の無い部分は総生産額から面積割りで算出した）．灌漑率は灌漑面積を農用
地面積で除し，ＭＬ当たり生産額は灌漑生産額を灌漑水量で除して算出した．総生産額の不明な作物はそれ以後
の項目を空欄とした． 

第4表  作物別灌漑割合等（2004-05年度）（千ha、ML、％、百万豪ドル、豪ドル） 

合計 445,149 2,405 10,084,596 4.2 0.5 35,555 9,076 900 

放牧用牧草 382,306 842 2,896,543 3.4 0.2 

種子採取用牧草 161 33 116,445 3.6 20.5 159 33 280 

干し草用牧草 1,021 151 579,292 3.8 14.8 816 121 208 

干し草用穀物 579 33 80,158 2.4 5.7 258 15 183 

食用・種子用穀物 20,533 309 814,368 2.6 1.5 

その他の穀物 923 19 52,881 2.8 2.1 

コメ 51 51 618,964 12.1 100.0 101 102 165 

サトウキビ 533 213 1,171,933 5.5 40.0 980 477 407 

綿花 304 270 1,819,316 6.7 88.8 945 908 499 

他の土地利用型作物 3,380 63 177,339 2.8 1.9 

果樹、ナッツ等 165 122 608,138 5.0 73.9 2,547 1,777 2,922 

食用野菜 123 109 419,249 3.8 88.6 2,134 1,761 4,200 

種子採取用野菜 5 5 15,142 2.9 100.0 

苗木、切り花、芝 16 14 66,267 4.7 87.5 768 737 11,122 

ぶどう 163 147 591,945 4.0 90.2 1,508 1,314 2,220
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出典： ABS（2000）, ABS（2004）, ABS（2006c） ． 
注．下排水等には、漏水による逸失を含む． 

作　　物 
農用地 
面　積 

灌　漑 
面　積 

灌漑水量 
ha当たり 
水量 

灌漑率 
総生 
産額 

灌漑 
生産額 

ML当たり 
生産額 

に
エ
ル
ニ
ー
ニ
ョ
の
影
響
を
受
け
る
と
、
何

年
に
も
わ
た
る
少
雨
が
続
く
。
こ
の
よ
う
な

場
所
で
「
限
界
地
農
業
」
が
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
気
象
災
害
を
受
け
や
す
く
生
産

は
年
に
よ
っ
て
大
き
く
変
動
す
る
。
 

　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
過
去
1
0
0
年
余
り

の
間
に
生
じ
た
主
要
な
干
ば
つ
に
は
、
第
2

表
に
示
す
も
の
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
、
地

域
的
な
干
ば
つ
も
し
ば
し
ば
発
生
し
て
い
る
。

ま
た
、
2
0
0
2
年
と
2
0
0
6
年
、
干
ば

つ
は
ほ
ぼ
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
全
域
に
影
響
を

与
え
、
小
麦
等
の
収
穫
量
が
平
年
の
4
割
に

落
ち
込
む
な
ど
の
影
響
が
出
て
お
り
、
２
０

０
７
年
に
も
生
産
に
大
き
な
影
響
が
出
た
。
 

　
次
の
図
で
示
し
た
の
は
、
１
９
８
７
‐
８
８

年
度
以
降
の
主
要
国
に
お
け
る
小
麦
の
生
産

変
動
度
合
い
（
第
2
図
）
及
び
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
の
小
麦
生
産
量
の
推
移
（
第
3
図
）
で

あ
る
。
第
3
図
か
ら
も
生
産
量
の
変
動
が
年

に
よ
り
大
き
く
変
動
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
が
、
第
2
図
の
変
動
度
合
い
を
見
れ
ば
、

主
要
小
麦
生
産
国
と
比
べ
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
の
生
産
量
の
不
安
定
さ
が
際
立
っ
て
い
る

こ
と
が
看
取
で
き
よ
う
。
 

3
　
水
使
用
の
状
況
と
 

　
　
灌
漑
農
業
の
重
要
性
 

 　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
全
体
で
の
年
間
水
使
用

量
は
、
1
8，
　

7
6
7
GL
（
ギ
ガ
リ
ッ
ト
ル
）

で
あ
る
（
第
3
表
）
。
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出典：Water Service Association of Australia． 
注．各都市ごとに水利用制限の運用基準，制限内容が異なる． 
　　シドニーのレベル3の制限の例：散水は手持ちホースまたはドリップ・システムで

週2回（水・日）10時以前と16時以後のみ．洗車はバケツに汲んだ水でのみ可．違
反者には220豪ドルの罰金． 

　都市名 　　　　水 使 用 制 限 貯水率 

キャンベラ ステージ3（2006年12月～） 31.5％ 

シドニー レベル3（2005年7月～） 39.2％ 

メルボルン ステージ3（2007年1月～） 28.4％ 

ブリスベン レベル5（2007年4月～） 18.2％ 

アデレード レベル3（2007年1月～） 65.3％ 

パース 恒久的規制（散水制限など） 20.5％ 

 第5表  オーストラリアの主要都市の水使用制限等状況 
（07年6月中旬）（１） 

第4図　オーストラリアの水資源対策の対応体制 
出典：NWC（2006）． 

政策・方針等の 
提示 

・水利権 

・水取引市場 

・環境流量管理 

・水会計 

・都市部の水利用 

　など 

状況の把握 
私有地 
管理者 

公有地 
管理者 

製造業 
・農業 

一般 
家庭 

オーストラリア政府間評議会 

天然資源管理担当閣僚協議会 

連邦政府及び州政府の行政部局 

国家水資源委員会 

水資源担当部局 インフラ担当部局 

流域管理組織 水道会社 

　
水
の
総
使
用
量
の
う
ち
、
農
業
で
使
用
さ

れ
る
も
の
が
約
３
分
の
２
を
占
め
る〈
A
B
S

（
2
0
0
6
c
）〉。
農
業
用
水
の
使
用
の
な
か

で
は
、
灌
漑
で
の
使
用
が
約
90
％
と
大
部
分

を
占
め
る（
残
り
は
家
畜
の
飲
用
水
等
向
け
）。 

　
灌
漑
面
積
は
農
用
地
面
積
の
0
・
5
％
に

過
ぎ
な
い
が
、
農
業
総
生
産
額
３
５，
　

５
５

５
百
万
豪
ド
ル
に
対
し
、
灌
漑
農
業
に
よ
る

生
産
額
は
9，
　

0
7
6
百
万
豪
ド
ル
に
の
ぼ

り
、
全
体
の
25
・
5
％
を
占
め
て
い
る
。
 

　
作
物
別
に
、
灌
漑
用
水
の
使
用
量
等
を
み

る
と
前
ペ
ー
ジ
第
4
表
の
通
り
で
あ
る
。
最

も
多
く
水
を
使
っ
て
い
る
の
は
、
面
積
の
圧

倒
的
に
大
き
い
放
牧
用
牧
草
で
あ
り
、
面
積

当
た
り
水
使
用
量
は
、コ
メ
が
特
に
大
き
く

な
っ
て
い
る
。
作
物
別
の
灌
漑
割
合
に
つ
い

て
は
、
コ
メ
の
1
0
0
％
を
は
じ
め
、
野
菜
、

綿
花
、
果
実
等
で
灌
漑
率
が
極
め
て
高
く
、

灌
漑
生
産
額
を
み
る
と
、
野
菜
、
果
実
（
ぶ

ど
う
を
含
む
）
で
、
灌
漑
生
産
額
の
過
半
を

占
め
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
放
牧
用
牧

草
や
穀
物
の
灌
漑
率
は
低
い
。
灌
漑
生
産
額

と
灌
漑
水
量
か
ら
計
算
し
た
、
用
水
当
た
り

の
生
産
額
を
み
る
と
、
灌
漑
農
業
全
体
で
は
、

９
０
０
豪
ド
ル
（
１
ＭＬ
〈
メ
ガ
リ
ッ
ト
ル
〉
当

た
り
。
以
下
同
じ
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
上
回

る
作
目
が
、
苗
木
・
切
り
花
・
芝
（
１
１，
　

１

２
２
豪
ド
ル
）、
野
菜
（
４，
　

２
０
０
豪
ド
ル
）、

果
樹
・
ナ
ッ
ツ
（
２，
　

９
２
２
豪
ド
ル
）、
ぶ

ど
う
（
２，
　

２
２
０
豪
ド
ル
）
で
あ
り
、
平
均

を
下
回
る
の
が
、
綿
花
（
４
９
９
豪
ド
ル
）、

サ
ト
ウ
キ
ビ
（
４
０
７
豪
ド
ル
）、
コ
メ
（
１

６
５
豪
ド
ル
）
等
で
あ
る
。 

　
深
刻
な
干
ば
つ
が
発
生
す
る
と
、
小
麦
、

大
麦
の
よ
う
な
天
水
に
頼
る
作
物
ば
か
り
で

な
く
、
コ
メ
や
綿
花
の
よ
う
に
主
に
灌
漑
に

よ
り
栽
培
さ
れ
る
作
物
も
、
用
水
確
保
が
困

難
に
な
る
こ
と
か
ら
生
産
に
影
響
を
受
け
る
。

例
え
ば
、
コ
メ
は
全
量
が
灌
漑
に
よ
っ
て
栽

培
さ
れ
て
お
り
、
用
水
が
確
保
で
き
れ
ば
年

間
1
0
0
万
ト
ン
を
超
え
る
生
産
が
行
わ
れ

る
が
、
2
0
0
6
―

0
7
年
度
（
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
の
年
度
は
、
7
月
か
ら
翌
年
6
月
ま

で
。
南
半
球
に
あ
る
の
で
コ
メ
の
収
穫
期
は

日
本
の
春
頃
に
当
た
る
）
に
は
干
ば
つ
に
よ

り
用
水
が
不
足
し
た
こ
と
か
ら
、
生
産
量
は

16
万
ト
ン
に
と
ど
ま
り
、
２
０
０
７
―

０
８

年
度
は
2
万
ト
ン
弱
と
見
通
さ
れ
て
い
る（
Ａ

Ｂ
Ａ
Ｒ
Ｅ
（
豪
州
農
業
資
源
経
済
局
）C

rop
 

R
eport

）。
先
述
の
よ
う
に
、
灌
漑
農
業
は
、

農
業
生
産
額
の
４
分
の
１
を
あ
げ
る
重
要
な

位
置
づ
け
に
あ
り
、
貴
重
な
灌
漑
用
水
を
確

保
す
る
こ
と
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
農
業
に
と

っ
て
極
め
て
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
 

 

4
　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
 

　
　
水
対
策
 

 （１）
水
問
題
の
認
識
と
対
応
 

　
従
来
か
ら
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
は
水

対
策
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
特
に
、
２
０
０

６
年
の
干
ば
つ
で
は
農
業
へ
の
影
響
が
大
き

か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
都
市
部
で
も
広
範
に

水
不
足
に
よ
る
厳
し
い
水
使
用
制
限
が
実
施

さ
れ
る
な
ど
の
影
響
が
生
じ
た
こ
と
か
ら
、

そ
の
動
き
に
拍
車
が
か
か
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
 

動向解析 



 第5図　オーストラリアの灌漑面積及び水使用量の推移 

第6表　国家水憲章の主な達成目標 
 

・経済的な手法により、環境改善に資するとともに、水に関係する
産業の生産性を高めるため、恒久的な水利権市場を拡大する。 

・水に関係する産業の安全な投資環境の整備のため、より安全度の
高い水利権を確立し、水利用状況のモニタリングと情報公開を実
施する。 

・より洗練された透明で広範な水利用計画を確立する（主要な河川
からの取水、表流水と地下水の交換を含む）。 

・関係者との対話を通じて、過剰な水利権割当の現状をできるだけ
早期に解消する。 

・水リサイクルや雨水利用などを通じて、都市用水の消費形態を効
率化する。 
 
 

第7表　国家水憲章の水改革の主要8分野 
 

・水使用権と水使用計画 

・水市場と水取引 

・水の価格付けの最適慣行 

・環境等公益に資する統合水資源管理 

・水資源収支 

・都市用水改革 

・知見と能力の向上 

・地域社会との協力・協調と調整 
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出典：ABS(2006a)

　
今
回
の
干
ば
つ
に
よ
る
主
要
都
市
周
辺
の

水
源
地
の
貯
水
率
低
下
と
水
使
用
制
限
の
状

況
は
第
5
表
の
通
り
で
あ
る
。
 

 （２）
水
対
策
の
対
応
体
制
 

　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
水
資
源
の
管
理
、

利
用
は
州
政
府
の
権
限
に
属
す
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
河
川
の
流
域
が
複
数
の
州
に
ま
た

が
る
こ
と
や
、
水
質
、
環
境
対
応
な
ど
全
国

的
に
基
準
・
水
準
を
統
一
、
向
上
す
る
こ
と

が
必
要
な
側
面
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
（
連

邦
政
府
）
が
基
本
政
策
を
策
定
し
て
い
る
ほ

か
個
別
の
水
資
源
管
理
に
も
関
与
し
て
い
る
。
 

　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
水
資
源
対
策
は
、
第

4
図
の
よ
う
な
体
制
に
よ
り
推
進
さ
れ
て
い

る
。
連
邦
政
府
首
相
、
州
首
相
等
を
構
成
員

と
す
る
政
府
間
の
政
策
調
整
機
関
「
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
政
府
間
評
議
会
」
が
水
管
理
を
改

善
す
る
た
め
の
総
合
戦
略
と
な
る
国
家
水
憲

章
を
策
定
し
（
2
0
0
4
年
6
月
。
主
要
な

達
成
目
標
並
び
に
水
改
革
の
主
要
分
野
に
お

い
て
取
る
べ
き
行
動
と
そ
の
も
た
ら
す
べ
き

結
果
を
規
定
）
、
実
行
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し

て
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
水
基
金
」
が
設

け
ら
れ
（
5
年
間
で
20
億
豪
ド
ル
。
２
０
０

４
年
7
月
。
管
理
能
力
の
向
上
や
、
節
水
・

効
率
的
水
利
用
の
た
め
の
技
術
の
普
及
や
啓

発
が
中
心
。
国
家
水
資
源
委
員
会
及
び
農
水

林
業
省
・
環
境
水
資
源
省
が
実
施
を
担
当
）
、

連
邦
首
相
の
下
に
あ
る
国
家
水
資
源
委
員
会

が
連
邦
政
府
、
州
政
府
等
の
関
係
機
関
と
連

携
を
取
り
つ
つ
そ
の
実
施
を
担
う
。
 

　
ま
た
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
最
大
の
灌
漑
農

業
地
帯
で
あ
り
農
業
総
生
産
の
約
4
割
を
産

出
し
て
い
る
マ
レ
ー
・
ダ
ー
リ
ン
グ
川
流
域

（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
南
東
部
）
は
、
連
邦
、

ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
、
ヴ
ィ
ク
ト

リ
ア
州
、
南
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
州
、
ク
イ
ー

ン
ズ
ラ
ン
ド
州
お
よ
び
首
都
特
別
地
域
の
6

つ
の
政
府
で
構
成
す
る
マ
レ
ー
・
ダ
ー
リ
ン

グ
川
流
域
閣
僚
協
議
会
が
管
轄
し
て
い
る
。
 

 （３）
水
対
策
の
基
本
的
内
容
・・
節
水
と
効
率

的
利
用
 

　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
、
19
世
紀
末
か
ら

農
業
生
産
の
拡
大
に
合
わ
せ
大
規
模
ダ
ム
や

灌
漑
な
ど
の
水
資
源
開
発
を
進
め
て
き
た
が
、

そ
れ
ら
は
1
9
7
0
年
代
頃
ま
で
に
一
巡
し
、

そ
の
後
は
環
境
運
動
の
高
ま
り
な
ど
も
あ
っ

て
ダ
ム
な
ど
の
建
設
が
進
ま
ず
、
近
年
は
貯

水
能
力
、
灌
漑
面
積
、
灌
漑
用
水
の
使
用
量

と
も
に
伸
び
て
い
な
い（
第
5
図
）。
２
０
０

６
年
の
干
ば
つ
を
受
け
て
、
水
資
源
開
発
の

方
針
を
見
直
そ
う
と
い
う
気
運
が
一
部
に
は

見
ら
れ
る
も
の
の
、
既
存
の
農
業
地
域
で
の

大
規
模
な
新
規
水
資
源
開
発
は
見
込
み
に
く

い
状
況
に
あ
る
。
 

　
従
っ
て
、
上
記
枠
組
み
の
下
で
の
政
府
の

水
資
源
問
題
へ
の
取
組
に
お
い
て
も
、
国
家

水
憲
章
の
主
な
達
成
目
標
（
第
6
表
）
と
水

改
革
の
主
要
８
分
野
（
第
7
表
）
が
示
す
よ

う
に
、
新
規
の
水
資
源
開
発
は
重
点
事
項
と

は
さ
れ
て
い
な
い
。
既
存
農
業
地
域
等
に
お

け
る
取
組
み
は
、
老
朽
化
し
た
施
設
の
更
新

等
に
よ
る
漏
水
・
逸
失
の
防
止
や
灌
漑
方
式

と
し
て
点
滴
灌
漑
の
利
用
、
ま
た
は
、
経
済

的
に
有
利
な
作
目
へ
の
転
換
な
ど
水
利
用
の

効
率
化
や
節
水
な
ど
に
よ
り
限
定
さ
れ
た
水

を
無
駄
に
せ
ず
効
果
的
に
使
う
こ
と
に
焦
点

が
置
か
れ
て
い
る
。
効
率
的
利
用
の
た
め
の

仕
組
み
を
整
備
す
る
一
環
と
し
て
、
水
利
権
 








